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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈  

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１０月１３日 ０６時１５分ごろ 

発生場所 和歌山県美浜町日
ひ

ノ
の

御
み

埼南南東方沖 

美浜町所在の紀伊日ノ御埼灯台から真方位１６５°３.０海里（Ｍ）

付近 

（概位 北緯３３°５０.０′ 東経１３５°０４.６′） 

事故調査の経過 平成２４年１０月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 住
すみ

陽
よう

丸、４９９トン 

１３５９５４、大泉物流株式会社 

７６.３２ｍ×１２.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,１７６kＷ、平成１０年３月 

Ｂ 漁船 第二勇
ゆう

進
しん

丸、４.８トン 

ＷＫ３－２４０４７（漁船登録番号）、個人所有 

１１.３５ｍ（Lr）×３.０３ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成１３年４月２０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ 男性 ４８歳 

四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６１年９月２５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年５月１７日 

 免状有効期間満了日 平成２７年８月１７日  

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 昭和６０年２月４日 

免許証交付日 平成２１年６月１５日 

（平成２７年２月３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部が大破、右舷前部に亀裂を伴う擦過傷 

 事故の経過 Ａ船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、茨城県鹿島港を出



- 2 - 

 港して広島県広島港に向かい、航海士Ａが、単独で船橋当直に就き、

航海灯を表示し、紀伊半島の南西岸沖を日ノ御埼西方沖に向ける約

３１７°（真方位、以下同じ。）の針路として約３２０°の対地針路及

び約９.９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵に

より航行した。 

航海士Ａは、操舵装置の後方で立って船橋当直を行い、和歌山県印南
い な み

町切目
き り め

埼西方沖を予定針路線に沿って北西進中、６Ｍレンジとして２

Ｍ後方にオフセンタしたレーダーにより左舷船首４０°５.０Ｍ付近

にＢ船を探知したので、双眼鏡で船体が白色のＢ船を確認し、エコー

トレイルでＢ船に残像が出ていなかったことから、Ｂ船が停止してい

るものと判断した。 

航海士Ａは、目視及びレーダーで見張りを続け、Ｂ船との距離が約

２Ｍとなった頃、レーダーを３Ｍレンジに切り換え、双眼鏡により船

首方向に赤色の漁具の標識（以下「赤色標識」という。）が視認できた

ので、Ｂ船が停止して操業しているものと思った。 

航海士Ａは、Ｂ船が左舷船首約０.５Ｍとなったとき、Ｂ船が発進し

てＡ船に向かって接近して来たので、汽笛を１回吹鳴したのち、右舵

一杯（舵角５０°）及び機関を後進としたが、右回頭が始まって機関

が後進にかかったものの、平成２４年１０月１３日０６時１５分ごろ、

紀伊日ノ御埼灯台から１６５°３.０Ｍ付近において、Ａ船の左舷船首

部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０５時００分ごろ美浜町三尾漁

港を出港し、航海灯及び黄色回転灯を点灯して同漁港南方約３Ｍの漁

場に向かい、０５時１５分ごろ同漁場に到着して浮きはえ縄及び同縄

に約１２８ｍ間隔に取り付けた赤色標識を投入しながら自動操舵によ

り西進した。 

船長Ｂは、０６時００分前に投縄を終えて浮きはえ縄の西端付近で

漂泊し、投縄時に使用した道具などの後片付けを行い、周囲が明るく

なっていたので、航海灯を消灯した。 

船長Ｂは、０６時００分ごろ発進して浮きはえ縄の東端に向かい、

操舵室で椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、赤色標識を左舷側に見て

同標識の南側を約１０～２０ｍ隔てて約８kn の速力で東進した。 

船長Ｂは、太陽が船首方向から昇ってきたので、まぶしくて船首方

向を見ていることができず、レーダーを３Ｍレンジにして作動させて

いたものの、レーダー画面が太陽光の反射で見えづらかったことから、

左舷側を向いて赤色標識を確認しながら航行した。 

船長Ｂは、途中で２度ほど赤色標識を見付けるまでの間、約３～４

kn に減速して航行し、浮きはえ縄の東端に近づくにつれて潮流の影響

によりほぼ東西方向に入れていた同縄が東南東方に延びていたので、

同縄に沿って東南東進した。 
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船長Ｂは、左舷側を向いて赤色標識を確認しながら航行し、右舷船

首方から接近するＡ船に気付かず、０６時１５分ごろ、浮きはえ縄の

東端から４分の１付近において、Ｂ船の船首部とＡ船の左舷船首部と

が衝突した。 

船長Ａは、航海士Ａから報告を受けて直ちに昇橋し、Ｂ船の状況を

確認するとともに、ＶＨＦ無線電話で海上保安庁に通報した。また、

船長Ｂは、０６時２３分ごろ携帯電話により海上保安庁に通報した。

Ｂ船は、僚船にえい
．．

航されて三尾漁港に帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

日出時刻及び方位：０６時０４分、０９９° 

 その他の事項 Ａ船は、主として阪神港大阪区、北海道苫小牧市苫小牧港、茨城県

鹿島港などの間で鋼材の輸送に従事しており、本事故発生場所付近を

頻繁に航行していた。 

Ａ船は、船橋当直を船長及び２人の航海士とで４時間交替の３直制

としており、本事故発生当時には、航海士Ａが０４－０８時の船橋当

直に就いていた。 

航海士Ａは、レーダーのエコートレイル、カーソル及び距離尺でＢ

船の動静を確認した。また、航海士Ａは、レーダーでＢ船を初めて探

知したとき、Ｂ船の西方に約２～３隻を探知したが、いずれもエコー

トレイルの残像が出ており、残像が出ていなかったＢ船だけが停止し

ていると思った。 

Ａ船は、鋼材約１,５００ｔを積載し、鹿島港出港時の喫水が船首約

３.５０ｍ及び船尾約４.５５ｍであった。 

Ｂ船の赤色標識は、直径約６㎝及び高さ約５０㎝の円柱形の浮体に

赤色の蛍光塗料を塗っていた。 

船長Ｂは、操舵室左舷側の扉を開けていたが、Ａ船の汽笛音が聞こ

えなかった。 

Ｂ船の喫水は、船首約０.４ｍ及び船尾約１.４ｍであった。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、日ノ御埼南南東方沖を北西進中、航海士Ａが、Ｂ船が停止

しているものと思い込み、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていなか

ったことから、Ｂ船が左舷船首約０.５Ｍに接近した所でＢ船が航行し

ていることに気付き、右舵一杯及び機関を後進としたが、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

Ｂ船は、日ノ御埼南南東方沖を東南東進中、船長Ｂが、左舷側にあ
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る赤色標識を探すことに意識を集中し、右舷前方の見張りを行ってい

なかったことから、右舷船首方から接近するＡ船と衝突したものと考

えられる。 

原因 本事故は、日ノ御埼南南東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が

東南東進中、航海士Ａが、Ｂ船が停止しているものと思い込み、Ｂ船

に対する見張りを適切に行わず、また、船長Ｂが、左舷側にある赤色

標識を探すことに意識を集中し、右舷前方の見張りを行っていなかっ

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・太陽光がまぶしく、見張りに支障を生じる場合には、サングラス

を使用して見張りを行うこと。 

・漁船が操業中には、発進、停止、増減速、旋回などを行うので、

初期の情報による思い込みを排除し、目視及びレーダーによる見

張りを適切に行って他船の動静を的確に把握すること。 

 




